
塩田地区 №７

民生児童委員だより 2015年 6月 10日

介護保険について Ｐａｒｔ３ 介護保険による福祉サービスを利用するには、

「要介護・要支援認定」を受けなければなりません。

申請を行う 住んでいる市区町村に申請を行います。

担当者による訪問調査 担当者が認定を受ける人を訪問し、認定調査票を基に、身体状況

や生活状況の調査を行います。

かかりつけ主治

医による意見書 認定を受ける人のかかりつけの主治医に要介護認定に対する意見

書の作成を依頼します。

判定 一次判定は、認定基準書の基本事項と主治医からの意見書を基に

した、コンピュータによる判定が行われます。

二次判定は、介護認定調査会により行われます。この段階で要介

護度の分類認定が行われます。

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

↑

特別養護老人ホームに入所する資格が生まれます。

東伊那・塩田地区 民生児童委員 森 田 勝（090－ 3403－ 0289）

介護保険の説明は、

今回で最後とします。

認定までの流れ


